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岐阜県社会教育委員を公募します 

 
 県では、社会教育法第１５条に基づき、社会教育行政に対し県民の幅広い意見を反映させるため、 
社会教育委員を設置しています。 
このたび、下記のとおり委員の募集を行いますので、お知らせします。 

 
記 

 

１ 募集人員  １名 

 
２ 任 期 等 令和８年８月１０日（月）～令和１０年８月９日（水）の２年間 
             年数回の開催を予定しており、意見を述べていただきます。 
         出席者には県の規定による報酬及び旅費をお支払いします。 
 
３ 応募資格   応募の資格は、次の（１）～（４）の要件をすべて満たす方とします。 

                （１）県内に居住又は通勤、通学される方 

            （２）令和８年８月１０日現在で満１８歳以上の方 

                （３）高校生、国又は地方公共団体の議員及び常勤の公務員でない方      

  （４）社会教育に関して十分な見識を有している方 

 

４ 応募方法   次の書類を郵送、ＦＡＸ、またはＥメールにて提出してください。 
① 応募書（所定の様式） 
② ８００字以内のレポート（所定の様式） 

テーマ：「岐阜県の社会教育を推進するために必要なこと」 
          なお、提出された応募書とレポートは返却しません。 
         応募に係る個人情報については、本件以外の目的に利用することはありません。 
 
５ 応募期間   令和８年６月１０日（水）～２６日（金） 
 
６ 選考方法等  選考方法は書類審査のみとし、面接は行いません。 
        選考結果は郵送でご本人にお知らせします。 
 
７ 応募先および問い合わせ先  
        岐阜県環境エネルギー生活部 県民生活課 生涯学習係 
         〒５００－８５７０（住所不要） 

       電話：０５８－２７２－８７５２（土日、祝日を除く８：３０～１７：１５） 
   ＦＡＸ：０５８－２７８－２８８９ 

Ｅメール：c11261@pref.gifu.lg.jp 
 
８ 応募書、レポート用紙の入手先 

応募書類は、県公式ホームページ「岐阜県社会教育委員の公募」から 
ダウンロードしてください。 

   ＵＲＬ：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/501155.html 
 
                 

令和８年６月１０日（水） 岐阜県発表資料 

担当課 担当係 担当者 電話番号 

県民生活課 生涯学習係 渡辺 

内線 3026 

直通 058-272-8752 
ＦＡＸ 058-278-2889 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/501155.html

